
介護保険制度ご利用にあたって（平成28年3月25日版） 

マイナンバー制度開始に伴う 

本人確認にご協力ください 

介護保険の各種届出、申請におきましては、原則として被保険者の方などのマイナンバ

ー（個人番号）を記載する必要があります。 

また、マイナンバーが記載された書類を受け取る際は、窓口で本人確認等も併せて行う

こととなります。なりすましその他不正利用を防止し、個人情報を保護するためにご協力

をお願いします。 

Ⅰ マイナンバーの記載が必要となる届出書、申請書
１ 介護保険資格異動届 

  介護保険の資格取得、氏名変更、住所変更、世帯変更及び喪失の際の届出書 

２ 介護保険住所地特例（適用・変更・終了）届 

  住所地特例施設に入所(入院)、変更、退所（退院）する際の届出書 

３ 介護保険被保険者証交付申請書 

第２号被保険者の方が、新規に要介護認定の申請を行う場合など、被保険者証の交付

を新たに求める際の申請書 

４ 介護保険被保険者証等再交付申請書 

被保険者証、負担割合証、各種認定証等を紛失や破損したとき、それらの再交付を求

める際の申請書 

５ 介護保険（要介護認定・要支援認定）申請書 

  要介護認定、要支援認定の新規、更新、区分変更申請を行う際の申請書 

６ 介護保険サービスの種類指定変更申請書 

利用できるサービスの種類が指定されている場合に、その指定されたサービスの種類

の変更を求める際の申請書 

７ 居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書 

居宅サービス計画や介護予防サービス計画の作成を、居宅介護支援事業所や介護予防

支援事業所（地域包括支援センター）に依頼する場合の届出書 

８ 介護保険負担限度額認定申請書 

介護保険施設やショートステイを利用する際の、食費や居住費の減免対象であるとの

市の認定証（介護保険負担限度額認定証）を申請する際の申請書 

９ 介護保険特定負担限度額認定申請書（特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関

する認定申請書） 

特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の方が、食費や居住費の減免対象であると

の市の認定証（介護保険負担限度額認定証）を申請する際の申請書 

10 介護保険高額介護（介護予防）サービス費支給申請書 

  高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給申請書 

11 介護保険基準収入額適用申請書 

所得が高く、利用者負担の上限額が引き上げられた要介護被保険者又は要支援被保険

者の方が、介護保険法施行令の規定に基づき上限額の引き下げを受ける際の申請書 

12 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 

食費や居住費の減免対象である方が、介護保険施設やショートステイを利用した際に、

認定証（介護保険負担限度額認定証）を提示てきなかったために減免を受けられなかっ

た場合の差額の支給申請書 

Ⅱ 本人確認等
１ ご本人が申請される場合 

  番号確認と身元確認が必要となります。 

①番号確認

マイナンバーカード（個人番号カード）、通知カード、マイナンバーが記載された住民

票の写しまたは住民票記載事項証明書。なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその

旨を申し出てください。 

②身元確認

通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書をご提示の場合、次のいずれ

かの書類のご提示も必要となります。 

１
種
類

（
写
真
あ
り
）

運転免許証、運転経歴証明書（交付年月日が平成２４年４月１日以降のも

のに限る。）、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手

帳、在留カード又は特別永住者証明書 

２
種
類

（
写
真
な
し
）

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の

被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しく

は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、

国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書、介護保険負

担割合証、市役所または区役所からの本人宛通知文書 

例えば２種類の場合、「通知カード＋介護保険被保険者証＋国民健康保険被保険者証」

の書類セットとなります。 

マイナンバーカード 通知カード 

裏面⤴
代理人等が申請する場合 



２ 代理人が申請される場合 

  代理権確認、代理人の身元確認及びご本人の番号確認が必要になります。 

①代理権確認

次のいずれかの書類のご提示が必要となります。 

（１）ご本人の介護保険被保険者証又は介護保険資格者証（介護保険暫定被保険者証） 

（２）登記事項証明書その他資格を証明する書類（成年後見人等法定代理人の場合） 

（３）委任状（法人の場合、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地が記載

されていること。） 

②代理人の身元確認

次のいずれかの書類のご提示が必要となります。 

個
人
代
理
人
の
場
合

１
種
類

（
写
真
あ
り
）

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書（交付年月日が平成２４

年４月１日以降のものに限る。）、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健

福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、介護支援専門員証

２
種
類

（
写
真
な
し
）

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被

保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地

方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年

金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書 

法
人
代
理
人
の
場
合

登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類 

＋ 

職員証など現にマイナンバーの提供を行う者と当該法人との関係を証する書類（当

該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載が必要です。） 

③ご本人の番号確認

ご本人のマイナンバーカードの写し、通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民票の

写し。 

なお、これらの提示が難しい場合は窓口にその旨を申し出てください。

例えば、各種申請を被保険者の家族が行う場合は、「ご本人の介護保険被保険者証＋申請する

家族の運転免許証＋ご本人の通知カードの写し」の書類セットが、また、ケアマネジャー（介護

支援専門員）が行う場合は、「ご本人の介護保険被保険者証＋介護支援専門員証＋ご本人の通知

カードの写し」の書類セットとなります。 

※ 郵送の場合は、各書類又はその写し（マイナンバーカードは両面）を同封して

ください。 

３ 申請書等の提出を介護事業者等が代行する場合 

マイナンバーが記載された申請書等を、居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包

括支援センターなどが代行で提出する場合は、マイナンバーが代行者に見えないよう、

申請書等、本人の番号確認書類及び本人の身元確認書類を封筒等に入れて提出してくだ

さい。

Ⅲ マイナンバーの記載が難しい場合
マイナンバーが分からない場合など、記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題

がなければ申請は受理しますので、未記載のまま提出してください。 

また、ご本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難で

ある場合等には、申請書にマイナンバーは記載しないで提出してください。

Ⅳ その他
１ 申請書等の様式について 

「介護保険被保険者証等再交付申請書」及び「介護保険サービスの種類指定変更申請

書」以外の届出書、申請書については、マイナンバー記載欄のない様式も経過措置とし

て当面は使用できます。 

２ ２回目以降の申請の際のマイナンバーの記載について 

同一の給付等に係る２回目以降の申請等の際には、初回の申請等の際にマイナンバー

の確認を行っている場合はマイナンバーの記載を省略できます。 

３ マイナンバーの記載された書類の取り扱いについて 

介護事業者が、マイナンバーの記載された申請書等のコピーを事業所等で蓄積する場

合は、マイナンバーの記載箇所の黒塗り等での対応によりマイナンバーが蓄積されない

ように注意してください。 

また、介護事業者が申請時に視認したマイナンバーを事業所に記録しておき、それを

利用して介護サービス利用者の情報管理を行うことなどは禁止されています。 

マイナンバーの通知や利用などの手続で、口座番号などを電話などで聞くことはありま

せん。不審な電話やメールはすぐに切る又は無視することとし、マイナンバー総合フリー

ダイヤルなどに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や特

定個人情報保護委員会の苦情あっせん相談窓口などを御利用ください。 

各種相談窓口 
（マイナンバー制度全般、通知カード

やマイナンバーカードのご相談、マイ

ナンバーカードの紛失・盗難） 

マイナンバー総合フリーダイヤル 

無料 0120-95-0178 

有料(IP電話等) 

マイナンバー制度に関すること: 050-3816-9405 

通知カード・マイナンバーカード：050-3818-1250

平日 9:30～20:00 

(平成28年3月末日までは

9:30～22:00 

土日祝日 

9:30～17:30(除年末年始) 
（詐欺など被害に遭われたら） 

警察 相談専用電話 ＃９１１０ 又は最寄りの警察署まで
平日 8:30～17:15 

(一部各都道府県警察本部で異なります) 
(マイナンバーが含まれる個人情報（特定個人情報）の取扱に関する苦情)

特定個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口 
03-6457-9585 平日 9:30～17:30(除土日祝日及び年末年始)

不正な勧誘などに御注意ください


